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経理事務責任者 
(事務局 経理課長) 

・公的研究費の予算執行及び経理に

関する事務責任者 

最高管理責任者 
( 学 長 ) 

・公的研究費の運営・管理について

の最終責任者 

・不正防止計画の策定及び進捗管理 

統括管理責任者 
(常勤理事) 

・最高管理責任者を補佐 

・公的研究費の運営・管理について

機関全体を統括 

部局責任者 
(事務局長) 

・部局における公的研究費の運営・
管理についての責任者 

不正行為通報窓口 
(事務局 総務課長) 

・公的研究費の不正使用に関する通

報窓口 

・最高管理責任者及び統括管理責任
者への報告 

事務手続相談窓口 
事務局（総務課･経理課） 

・公的研究費の申請・経理事務手続、

ルール等についての相談窓口 

不正防止計画推進室 
(室長 副学長) 

・不正防止計画の企画・立案・推進 

・不正防止計画の運用ガイドライン

の作成 

・不正防止計画の実態把握・検証・

改善策の検討 

・行動規範の作成・浸透の方策検討 

研究者 

内部監査室 
(監査室長及び担当者) 

・研究課題に対する会計書類の形式的

要件等の財務情報に関する監査、取

引内容等に関する実地調査等及びモ

ニタリング 

・体制の不備に関する検証 

・監事・会計監査人との連携 

監 事 

会計監査人 

連携 

通
報
者 

不正調査委員会 

・不正行為・不正使用の疑義に関す

る予備調査及び本調査の実施 

・調査結果に基づく事実認定 

不正行為通報窓口から

の通報を受け、最高管理

責任者が指名する委員

を持って不正調査委員

会を設置する。 


